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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

昨
年
も
甚
大
な
自
然
災
害
が
多
発
し

ま
し
た
。 

地
震
で
は
宮
崎
県
日
向
灘
、
長
野
県
、

北
海
道
十
勝
地
方
、
ト
カ
ラ
列
島
近
海
、

三
陸
沖
、
青
森
県
東
方
沖
等
で
大
き
な
地

震
が
発
生
し
ま
し
た
。 

落
雷
事
故
は
奈
良
県
で
発
生
し
、
負
傷

者
が
出
て
お
り
ま
す
。 

大
規
模
火
災
は
岩
手
県
、
岡
山
県
、
愛

媛
県
、
大
分
県
、
群
馬
県
、
神
奈
川
県
等

で
発
生
し
多
く
の
山
林
や
民
家
ま
で
焼

失
し
て
い
ま
す
。 

記
録
的
な
大
雨
は
鹿
児
島
県
、
北
海
道
、

首
都
圏
に
も
発
生
し
、
大
雪
は
青
森
県
や

日
本
海
側
で
発
生
し
物
流
が
寸
断
さ
れ

た
地
域
も
あ
り
ま
し
た
。 

人
間
の
山
林
開
発
に
よ
る
ど
ん
ぐ
り

等
の
餌
不
足
に
よ
り
山
里
ま
で
熊
が
出

没
し
人
を
襲
う
事
故
も
多
発
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
下
水
道
管
の
老
朽
化
で
道
路
が

陥
没
し
ト
ラ
ッ
ク
が
転
落
し
死
亡
事
故

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

現
在
調
査
中
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
道
路

が
陥
没
し
そ
う
な
老
朽
化
し
た
下
水
道

管
が
相
当
数
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

こ
れ
ら
の
災
害
・
事
故
を
振
り
返
る
と
、

避
難
経
路
の
確
保
や
避
難
先
の
建
物
の

確
保
が
必
要
で
、
避
難
所
の
環
境
や
規
模

等
の
検
討
も
行
政
と
地
元
民
間
企
業
等

で
協
力
し
充
実
し
て
い
く
必
要
性
を
感

じ
て
い
ま
す
。 

 

大
雨
、
大
雪
、
地
震
、
雷
等
の
自
然
災

害
に
対
し
て
一
時
的
な
回
避
が
で
き
る

よ
う
な
健
全
な
建
築
物
の
建
設
に
留
意

し
、
欠
陥
住
宅
等
を
生
ま
な
い
よ
う
に
建

築
Ｇ
メ
ン
の
活
動
を
行
い
た
い
所
存
で

す
。 本

年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 
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一緒に活動しませんか！ 

 

●会員の種類   ●年会費 

正  会  員 ----- 24,000円 

消費者正会員 ----- 12,000円 

一 般 会 員  -----  6,000円 

団体一般会員 ----- 48,000円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要です。 

事務局までご連絡ください。 

会員の種類： 
正会員、消費者正会員、一般会員、団体一般会員の４種あります。「義務と
権利」、「会費」が異なります。 
 
▽正会員 
「正会員」は、会の中核を担う存在で、総会の議決権を持ち、会の目的達成
のために必要な活動をし、会の運営に携わるものとします。相談等の業務へ
の対応は消費者正会員を除く「正会員」である必要があります。 
 
▽一般会員 
「一般会員」は「正会員」に比べ賛助会員としての性格を帯びています。も
ちろん積極的な参加もできますが、イベント参加や情報提供だけで良いとい
う方向けのものです。会社など団体で登録される場合は「団体一般会員」と
なりますが、会社の責任者が別途正会員になる必要があります。また、団体
一般会員であることを宣伝したり、名刺等に表記できません。 
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角
地
な
ら
必
ず
建
蔽(

け
ん
ぺ
い)

率
の
緩

和
が
あ
る 

建
蔽
率
に
つ
い
て
定
め
た
建
築
基
準

法
第
53
条
で
は
、
第
３
項
か
ら
第
５
項
に

か
け
て
緩
和
条
件
に
触
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
う
ち
第
３
項
第
二
号
が
「
角
地
緩
和
」

で
す
。
「
街
区
の
角
に
あ
る
敷
地
ま
た
は

こ
れ
に
準
ず
る
敷
地
で
特
定
行
政
庁
が

指
定
す
る
も
の
の
内
に
あ
る
建
築
物
」
で

は
、
通
常
の
建
蔽
率
に
10
分
の
１
を
加
算

で
き
ま
す
。 

 

道
路
の
合
計
幅
員
や
交
差
角
度
に
も
注
意 

角
地
と
は
、
２
つ
の
道
路
の
角
に
位
置

す
る
敷
地
を
指
し
ま
す
。 

特
定
行
政
庁
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
条
件

だ
け
満
た
し
て
い
れ
ば
角
地
緩
和
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
建
築
基
準
法
施
行

細
則
な
ど
で
独
自
の
条
件
を
定
め
、
全
て

に
適
合
し
て
い
な
い
と
緩
和
を
認
め
な

い
特
定
行
政
庁
も
あ
り
ま
す
。
条
件
と
し

て
は
、
道
路
の
最
低
幅
員
、
２
つ
の
道
路

の
合
計
幅
員
、
道
路
交
差
角
度
、
周
長
に

対
す
る
接
道
長
さ
の
割
合
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
の
条
件
は
、
特
定
行
政
庁
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
道
路
の
最
低
幅
員

は
満
た
す
が
合
計
幅
員
が
足
り
な
い
な

ど
道
路
や
敷
地
の
条
件
に
は
注
意
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
定
行
政
庁
は
、

「
角
地
同
等
」
と
み
な
す
敷
地
も
指
定
で

き
ま
す
。 

２
以
上
の
道
路
に
接
す
る
敷
地
は
、
そ

の
一
例
で
す
。
こ
の
場
合
、
各
特
定
行
政

庁
は
道
路
幅
員
な
ど
の
条
件
に
加
え
、
道

路
間
の
距
離
や
敷
地
面
積
を
定
め
る
こ

と
が
多
い
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
数
値
は
特

定
行
政
庁
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
な
の
で

注
意
を
要
し
ま
す
。 

 

公
園
や
指
定
さ
れ
た
空
地
な
ど
に
接

す
る
敷
地
も
、
角
地
同
等
と
み
な
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
公
園
で
あ
れ
ば
管
理

者
が
国
や
県
、
市
で
あ
る
か
を
調
べ
た
う

え
、
角
地
同
等
と
み
な
さ
れ
る
か
を
特
定

行
政
庁
に
確
認
し
ま
す
。
指
定
さ
れ
た
空

地
で
あ
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
知
事
な
ど

の
認
定
手
続
き
を
行
っ
て
お
き
ま
す
。 

   

【
ポ
イ
ン
ト
】 

緩
和
条
件
は
特
定
行
政
庁
に
よ
っ
て

ま
ち
ま
ち
で
す
。 

道
路
幅
、
接
道
長
さ
の
比
率
な
ど
に
注

意
が
必
要
で
す
。 

余
裕
の
な
い
敷
地
で
は
事
前
確
認
を

確
実
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
12
月
６
日
（
日
）
に
開
催
さ
れ
た
研
修

会
は
、
当
会
理
事
の
赤
坂
裕
志
弁
護
士
を

講
師
に
お
招
き
し
、
『
建
築
Ｇ
メ
ン
の
た

め
の
相
談
事
例
の
検
討
』
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
改
正
民
法
、
裁
判
所
の
考
え
る
契
約

不
適
合
の
概
念
・
判
断
基
準
、
契
約
不
適

合
責
任
の
期
間
制
限
、
不
法
行
為
責
任
、

裁
判
例
に
つ
い
て
、
ご
講
演
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

 

２
０
２
０
年
に
民
法
改
正
が
あ
り
、
瑕

疵
担
保
責
任
か
ら
契
約
不
適
合
責
任
へ

と
用
語
が
変
わ
り
、
法
令
の
改
正
も
あ
り

ま
し
た
。 

そ
れ
に
伴
い
相
談
者
へ
の
ア
ド
バ
イ

ス
や
建
物
調
査
を
引
き
受
け
る
べ
き
等

の
検
討
が
必
要
で
、
調
査
し
て
も
訴
訟
に

よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
相
手
方
に
で
き

る
期
間
が
す
ぎ
て
し
ま
た
っ
た
場
合
等

が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
と
の
こ
と
で

す
。 い

ろ
い
ろ
な
訴
訟
案
件
の
ケ
ー
ス
を

事
例
に
し
て
具
体
的
に
解
説
が
さ
れ
ま

し
た
。 

 

今
後
の
建
築
Ｇ
メ
ン
の
活
動
に
役
立

て
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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２
０
２
５
年
度
第
３
回
研
修
会
の
ご
案
内 

▽
日
時 
２
０
２
６
年
２
月
７
日
（
土
） 

 

 
 
 
 
 

13
時
00
分
～
15
時
10
分 

 
 
 
 
 
 
 

（
途
中
10
分
間
休
憩
） 

▽
場
所 

各
自
宅
等 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
） 

▽
講
演
内
容 

「
木
造
住
宅
の
石
綿
調
査
」 

講
師 

小
出 

信
幸
（
こ
い
で
石
綿
対
策

株
式
会
社 

代
表
取
締
役
） 

 
 

建
物
の
解
体
、
改
修
工
事
を
行
う
際
、

事
前
の
石
綿
調
査
が
義
務
化
さ
れ
て

い
ま
す
。 

解
体
、
改
修
工
事
に
お
い
て
、
Ｒ
Ｃ

造
や
鉄
骨
造
の
中
高
層
建
築
物
は
事

前
の
石
綿
調
査
の
義
務
が
広
く
認
知

さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
木
造
な
ど
戸
建

て
住
宅
に
お
い
て
は
事
前
の
石
綿
調

査
が
必
要
と
認
知
さ
れ
ず
に
解
体
さ

れ
て
い
る
物
件
が
見
ら
れ
ま
す
。
背
景

に
は
、
建
築
士
等
の
技
術
者
が
、
石
綿

調
査
の
義
務
化
に
つ
い
て
十
分
に
理

解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
想
定

さ
れ
ま
す
。 

そ
こ
で
、
当
研
修
会
で
は
、
石
綿
（
ア

ス
ベ
ス
ト
）
の
専
門
家
を
講
師
と
し
て

お
招
き
し
、
石
綿
調
査
に
つ
い
て
の
法

令
・
規
準
、
石
綿
調
査
の
事
例
に
つ
い

て
、
講
演
し
ま
す 

▽
参
加
費 

会
員
３
千
円 

▽
主
催
・
問
合
せ 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会 

℡
（
０
３
・
６
８
０
５
・
３
７
４
１
） 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

２
０
２
５
年
度
建
築
Ｇ
メ
ン
認
証
試
験 

▼
日
時
：
２
０
２
６
年
２
月
21
日
（
土
） 

筆
記
試
験
10
時
～
12
時 

▼
会
場
：
自
宅
に
て
受
験 

▼
申
込
締
切
：
２
０
２
６
年
１
月
31
日 

▼
受
験
資
格
：
指
定
研
修
会
出
席
会
員 

▼
筆
記
試
験
の
他
に
論
文
試
験
、
面
接
試

験
（
３
月
実
施
）
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
、
試
験
案
内
メ
ー
ル
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。 

  

 

 

～
編
集
後
記
～

～
編
集
後
記
～  

 

昨
年
は
自
然
災
害
が
多
発
し
ま
し
た

が
、
今
年
も
多
い
の
で
は
と
懸
念
し
て
お

り
ま
す
。 

ま
す
。 

 

住
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
然
災
害
の

発
生
し
た
場
合
を
想
定
し
、
避
難
経
路
や

避
難
先
の
状
況
の
確
認
を
し
、
食
料
の
備

蓄
や
防
寒
対
策
な
ど
の
準
備
が
必
要
で

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
Ｎ
・
Ｋ
） 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

  

□
実
例
欠
陥
建
築
集
・
木
造
編 

次
ペ
ー
ジ
に
、
当
会
の
１０
周
年
記
念
事
業

と
し
て
作
成
し
た
「
実
例
欠
陥
建
築
集
・

木
造
編
」
の
一
部
を
、
掲
載
い
た
し
ま
す
。

今
後
も
順
次
掲
載
い
た
し
ま
す
（
紙
面
の

都
合
に
よ
る
不
定
期
掲
載
） 

 

 

無料電話相談窓口のご案内 

あなたの家は大丈夫ですか？ 

欠陥住宅など、住まいに関する相談・質問がある方は、当会ウェブサイトの 

「相談員名簿」（http://www.kenchiku-gmen.or.jp/sumai110.html） 

に掲載されているお近くの相談員まで、直接アクセスして下さい。 
 

誰に相談すれば良いかわからないなど、不明な点がありましたら、 

  事務局にお問合せいただければ、適当な相談員をご案内します。 

    TEL：0３-６８０５-３７４１ / FAX：0３-６８０５-３７１９ 

    E-mail：jimukyoku@kenchiku-gmen.or.jp 

事
務
局

事
務
局
か
ら
の
お

か
ら
の
お
知知
ら
せ
ら
せ  
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